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平成１６年３月２５日 

規則第９号 

改正　平成２７年３月２７日規則第１７号 

令和４年１月２７日規則第１号 

（趣旨） 

第１条　この規則は，小松島市風致地区内における建築等の規制に関する条例

（平成１６年小松島市条例第１７号。以下「条例」という。）及び風致地区

内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令（昭和

４４年１２月２６日政令第３１７号）の規定により適用される徳島県風致地

区内における建築等の規制に関する条例（昭和４５年徳島県条例第２７号。

以下「県条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（許可の申請等） 

第２条　条例第２条第１項又は県条例第２条第１項の規定による許可を受けよ

うとする者は，別表の左欄に定める行為の区分にしたがって，同表の相当中

欄及び相当右欄に掲げる許可申請書及び図面等を市長に提出しなければな

らない。 

２　前項の規定により市長に提出する許可申請書及び図面等は，正副２通とす

る。 

３　条例第２条第３項後段又は県条例第２条第３項後段の規定による協議及び

条例第３条後段又は県条例第３条後段の規定による通知は，前２項の規定に

準じて行うものとする。 

（標識の設置） 
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第３条　条例第２条第１項又は県条例第２条第１項の規定による許可を受けた

者は，標識（様式第８号）を当該許可を受けた行為に係る土地の区域内の見

やすい場所に設置しなければならない。 

（枢要森林の指定） 

第４条　市長は，条例第４条第１項第５号ウ（イ）又は県条例第４条第１項第

５号ハ（２）の規定による指定（以下本条において「指定」という。）をし

ようとするときは，あらかじめ，利害関係人の意見を聴くものとする。 

２　市長は，指定をしたときは，その旨を告示するとともに，利害関係人に通

知するものとする。 

３　指定は，前項の規定による告示があった日から，その効力を生ずる。 

（身分を示す証明書） 

第５条　条例第６条第２項又は県条例第６条第２項の規定による証明書は，立

入検査員証（様式第９号）による。 

附　則 

この規則は，平成１６年５月１日から施行する。 

附　則（平成２７年規則第１７号） 

（施行期日） 

この規則は，平成２７年４月１日から施行する。 

附　則（令和４年規則第１号） 

１　この規則は，公布の日から施行する。 

２　この規則施行の際，現に使用している諸用紙の様式は，当分の間，これを

使用することができる。 

別表（第２条関係） 
 

行為の区分 許可申請書

の種類

図面等

 
図面等の種類 明示すべき事項
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建築物その

他の工作物

の新築，改

築，増築又は

移転

風致地区内

工作物新築

等許可申請

書（様式第１

号）

位置図 方位　行為地　道路目標となる地

物

 
配置図 縮尺（５００分の１から５０分の

１までの範囲内）　方位　敷地境

界線敷地内における工作物及び木

竹の位置申請に係る工作物とその

他の工作物の別　敷地に接する道

路の位置及び幅員

 
平面図 縮尺（２００分の１から５０分の

１までの範囲内）　主要部分の材

料の種別及び寸法

 
求積図 縮尺（５００分の１から３００分

の１までの範囲内）

 
２面以上の立面図縮尺（２００分の１から５０分の

１までの範囲内）　主要部分の材

料の種別，寸法及び開口部の位置

 
植栽計画図 縮尺（５００分の１から３００分

の１までの範囲内）　樹木の位置，

種類及び本数並びに緑地率　敷地

内の工作物の配置

 
現況写真 行為地及びその周辺

 
宅地の造成

土地の開墾

その他の土

地の形質の

風致地区内

土地形質変

更許可申請

書（様式第２

位置図 方位　行為地　道路　目標となる

地物

 
平面図 縮尺（１０００分の１から５０分

の１までの範囲内）　方位　行為
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変更 号） 地の境界線　等高線　断面図の位

置　行為地　附近の工作物及び木

竹の位置

 
求積図 縮尺（平面図と同一縮尺とするこ

と。）

 
縦断図 縮尺（高低２００分の１から１０

０分の１まで，距離１０００分の

１から３００分の１までの範囲

内）　現況及び計画を対比できる

ようにすること。

 
横断面図 縮尺（２００分の１から５０分の

１までの範囲内）　現況及び計画

を対比できるようにすること。

 
でき上り予定図 縮尺（平面図と同一縮尺とするこ

と。）　方位　行為地の境界線　樹

木の位置，種類及び本数並びに緑

地率　工作物　宅地造成の場合に

あっては，区画割，上下水道配管

及び道路　開懇の場合にあって

は，利用計画

 
法面緑化計画図 縮尺（平面図又は横断面図と同一

縮尺とすること。）　緑化の工法

 
現況写真 行為地及びその周辺

 
木竹の伐採 風致地区内

木竹伐採許

位置図 方位　行為地　道路　目標となる

地物
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可申請書（様

式第３号）

平面図 縮尺（１０００分の１から５０分

の１までの範囲内）　方位　伐採

の目的となる木竹の位置　樹種　

等高線　行為地附近の工作物及び

木竹の位置

 
現況写真 行為地及びその周辺

 
土石の類の

採取

風致地区内

土石類採取

許可 

申請書（様式

第４号）

位置図 方位　行為地　道路　目標となる

地物

 
平面図 縮尺（５００分の１から５０分の

１までの範囲内）

 
求積図 縮尺（平面図と同一縮尺とするこ

と。）

 
縦断図 縮尺（高低２００分の１から１０

０分の１まで，距離１０００分の

１から３００分の１までの範囲

内）

 
横断面図 縮尺（２００分の１から５０分の

１までの範囲内）

 
法面緑化計画図 縮尺（平面図又は横断面図と同一

縮尺とすること。）　緑化の工法

 
現況写真 行為地及びその周辺

 
水面の埋立

て又は干拓

風致地区内

水面埋立等

許可申請書

（様式第５

位置図 方位　行為地　道路　目標となる

地物

 
平面図 縮尺（１０００分の１から５０分

の１までの範囲内）　方位　行為
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号） 地の境界線　等高線　断面図の位

置　行為地附近の工作物及び木竹

の位置

 
求積図 縮尺（１０００分の１から３００

分の１までの範囲内）

 
縦断面 縮尺（高低２００分の１から１０

０分の１まで，距離１０００分の

１から３００分の１までの範囲

内）

 
横断面図 縮尺（２００分の１から５０分の

１までの範囲内）

 
植栽計画図 縮尺（平面図と同一縮尺とするこ

と。）　樹木の位置，種類及び本

数

 
現況写真 行為地及びその周辺

 
建築物等の

色彩の変更

風致地区内

建築物等色

彩変更許可

申請書（様式

第６号）

位置図 方位　行為地　道路　目標となる

地物

 
配置図 縮尺（５００分の１から５０分の

１までの範囲内）　方位　敷地境

界線　敷地内における工作物，木

竹等の位置　申請に係る工作物と

その他の工作物の別　敷地に接す

る道路の位置

 
現況写真 行為地及びその周辺

 
屋外におけ 風致地区内 位置図 方位　行為地　道路　目標となる
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注　１　求積図には，公図の写しを添附すること。 

２　他人の土地で行為をする場合にあっては，申請書に土地所有者の承

諾書を添附すること。 

３　現況写真は，行為地の規模に応じて名刺判以上とすること。 

４　この表において「緑地率」とは，木竹が保全され，又は適切な植栽

が行われる土地の面積の条例第２条第１項第１号又は県条例第２条

第１項第１号の建築物等の敷地の面積若しくは条例第２条第１項第

２号又は県条例第２条第１項第２号の宅地の造成等に係る土地の面

積に対する割合で，市長が別に定めるものをいう。 

 
る土石，廃棄

物又は再生

資源の堆積

廃棄物等堆

積許可申請

書（様式第７

号）

地物

 
平面図 縮尺（１０００分の１から５０分

の１までの範囲内）　方位　行為

地の境界線　等高線　断面図の位

置　行為地附近の河川，湖沼，工

作物及び木竹の位置

 
求積図 縮尺（１０００分の１から３００

分の１までの範囲内）

 
縦断図 縮尺（高低２００分の１から１０

０分の１まで，距離１０００分の

１から３００分の１までの範囲

内）

 
横断面図 縮尺（２００分の１から５０分の

１までの範囲内）

 
現況写真 行為地及びその周辺
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様式第１号（第２条関係） 

様式第２号（第２条関係） 

様式第３号（第２条関係） 

様式第４号（第２条関係） 

様式第５号（第２条関係） 

様式第６号（第２条関係） 

様式第７号（第２条関係） 

様式第８号（第３条関係） 

様式第９号（第５条関係） 


